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1.

法律に従い、大阪府と大阪市の仕事の分担や財源配分及び財政調整等については

特別区設置協定書に定められ、この協定書に基づく特別区設置の賛否を問う住民

投票が平成 27（2015）年に大阪市で行われましたが、否決されました。その後、

大阪府と大阪市は、大阪にふさわしい新たな大都市制度の実現に向けて、特別区

制度と総合区制度の検討の上、新たな特別区設置協定書をとりまとめましたが、

令和 2（2020）年、再度の住民投票で否決されています。

（1）近年の動き 

最近ではいろいろなかたちの新しい大都市制度が提案されています。その構想

のひとつに、指定都市市長会が提案した特別自治市があります。これは、大都市

の市域では、広域の自治体・基礎的な自治体という二層制の構造を廃止し、広域

の自治体の中に含まれない自治体をつくるという構想です。この自治体のエリア

では、広域の自治体・基礎的な自治体の仕事の役割分担をなくし、全て特別自治

市が行うというものです。 
また、大阪維新の会が提唱した大阪都構想があります。これは大阪の成長を支

える都市経営の担い手となる新たな広域自治体を設置し、一方で大阪市を特別区

に分け住民に身近な基礎自治体を設置して自治機能を拡充するという考えです。

大阪都構想実現に向け、平成 24（2012）年 8 月に「大都市地域における特別区の

設置に関する法律（以下、「特例法」と略します。）」が議員立法で制定されました。
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れでは透明性が確保できません。まずは、それぞれのお金の流れを明確にする必要が

ありますし、住民のコントロールがより働くようにする必要があるでしょう。

　このようなことを踏まえて「基礎的な自治体が行うべき仕事」を特別区がやるべき

か、東京都がやるべきかを考えていくべきはないでしょうか。
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　特例市については、第 2 次一括法等の施行に伴い一般市へ仕事が移り、特例市

に特有の仕事が減少したことを踏まえ、中核市と特例市の制度を統合することを

考える必要があるとしています。

　また、都区制度についても言及しています。更なる事務移譲について都区間で

議論が行われていることに触れ、特別区の高い財政力や一部の特別区の間での共

同処理の可能性等を踏まえると、一般的に人口規模のみを捉えて特別区への事務

移譲の基準にする必要はないとしています。そして、小規模な区の間での連携の

工夫を講じることや法令による 23 区一律の事務移譲に加え、区の個別事情に応

じた事務移譲の手法として条例による事務処理特例の活用を提案しています。

　さらに、新たな大都市制度として、指定都市市長会が提案している特別自治市

について触れています。答申ではその名称を「特別市（仮称）」と変更しています。

特別市（仮称）のエリアでは二重行政が完全に解消され、これからの高齢化や社

会資本の老朽化に備えた効果的・効率的な行政のしくみとなる点で意義があると

しています。しかし、大都市制度に新しい都市のカテゴリーをつくるためには、

過去の「特別市」制度の中の「区」のような住民代表機能を持つ区が必要である

ことや、警察事務の分割等、さまざまな課題があり、それらについて考える必要

があるとして、特別市（仮称）の創設を事実上先送りする方向性を示しています。

　なお、特例市については、この答申を受けて、平成 26（2014）年度をもって

廃止されました。令和元（2019）年度までに中核市に移行しなかった特例市は「施

行時特例市」と呼ばれ、制度廃止前に移譲を受けている事務については引き続き

行っています。

新たな大都市制度の導入や現行制度の見直しが提案される中、第 30 次地方制度

調査会（以下、「第 30 次地制調」と略します。）は、平成 25（2013）年 6 月に「大

都市制度の改革及び基礎自治体の行政サービス提供体制に関する答申」を出しま

した。この答申には、さまざまな大都市制度についての議論のまとめが記載され

ています。 
まず、政令指定都市に関しては、道府県と政令指定都市との間の「二重行政」

を解消するために、できる限り道府県から政令指定都市へ仕事を移して仕事の主

体を一元化することを今後の課題として市の機能強化を求めました。さらに、都

市内分権により住民自治を強化するため、区の役割を拡充すべきとしています。 
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住民基本台帳による世帯と人口（東京都総務局統計
部、令和４年１月１日現在）より作成

上記の区分は、当協議会で整理したものです。
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281
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2.

（1）「特別区の存する区域」の形成 

戦時体制の「東京都制」は、東京府と東京市を廃止して、東京府の区域に誕生

しますが、東京市の 35 区は都の下級行政組織とされながらも、法人区として区会

とともに存続していました。そして、戦後、新憲法のもとで新たに制定された地

方自治法により、「都」という名称を引き継いだ東京都は広域の自治体として、同

様に「都の区」は特別区とし、市と同じ基礎的な自治体として、それぞれ位置づ

け直されました。一方で、かつての帝都（首都）である東京市は廃止されたまま

でした。 
かくして、旧東京市の区域に新たに誕生した「特別区」の由来をたどると、「都

の区」の特異な制度的背景が見えてきます。 
「都の区」の遠因は、明治 11（1878）年の郡区町村編制法の制定にまで遡りま

すが、そのとき、全国の市街地に公選の区会を持った区が誕生しました。そして、

市街地が広い場合は区分して数区にするという方針により、東京（東の京）と称

した旧江戸の市街地には、15 の区が置かれます。つまり、のちに首都と認識され

た区域に、今日の特別区につながる公選の区会を持った複数の自治体が誕生した

のです。 
その後、明治 21（1888）年に、「市制町村制」が実施されることになり、それ

までの区は、「市」に引き継がれて市町村を基礎とする自治制度がはじまります。 
この制度の内閣原案では、東京・京都・大阪の三府への適用は除外（別に検討）

されていましたが、内閣は法律の公布と同時に三府にも市制を施行することにし
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東京都紋章 

昭和 18 年制定 

東京市紋章  

明治 22 年制定 

市参事会員 

 渡辺洪基氏考案 

東京府紋章 

昭和 6 年改定 

 

民間から 

懸賞で募集 

東京市自治記念日：10 月 1 日：大正 11 年後藤新平市長が決定 

都民の日：10 月 1 日：都が 23 区の区域で基礎的な自治体となった昭和 27 年に制定 

 

☆ 明治 29（1896）年、政府は、第 9 回帝国議会に、東京府を分けて、東京市を独立の

都とし、郡部に武蔵県を設置する「東京特別都制案」を提出しました。この案は、世論

喧騒を極めたために、貴族院の委員会付託中に政府により提案撤回となります。 

 

☆ 明治 30（1897）年、衆議院が、第 10 回帝国議会に、東京市制案及び千代田県設置案

を提出しますが、衆議院通過後貴族院で否決されます。以降、両院から毎回のごとく提

案が繰り返されますが、ついに両院の協調は整いませんでした。 

 

☆ 明治 31（1898）年、三市特例撤廃運動がみのり、市制特例が廃止されますが、東京

市では、この運動が、東京府からの独立を求める「特別市制運動」へと発展します。 

 

☆ 大正 6（1917）年、大正期に入ると都市の発展とともに、都市問題が大きな課題とな

り、横浜市・名古屋市・京都市・大阪市・神戸市が、東京市の「特別市制運動」に合流

し、第 1 回六大都市事務協議会が東京市で開催されました。 

 

☆ 大正 13（1924）年、臨時大都市制度調査会は、東京市の都市計画区域に、府を廃止

して東京都を独立させ、府の残部に県又は庁を置き、都県（庁）の間で区分し難いもの

は都県の組合を置く東京都制案を答申します。しかし、この案は、三多摩郡部の猛烈な

反対運動のために帝国議会への提案をみるに至りませんでした。 

 

☆ 昭和 11（1936）年、六大都市特別市制促進協議会は、政府に、「東京都制並五大都市

特別市制実施要望理由書」を提出し早期実現をせまります。 

 

☆ 昭和 17（1942）年、六大都市は、再び政府に「東京都制並五大都市特別市制実施要

望理由書」を提出しましたが、翌 18（1943）年、戦時体制として、東京府と東京市を

廃止して、大日本帝国の首府たる一層制の東京都制が施行されました。 

『都制』は『特別市制』なのかも知れない  !!？？  
 

研究課題  
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